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い

環
境

づ
く

り
）

※
2
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
　

裁
量

権
や

自
由

度
※

4
全

国
平

均
　

　
　

男
女

約
2
5
,0

0
0
人

の
種

々
の

業
種

、
職

種
の

労
働

者
の

デ
ー

タ
　

(B
)職

場
の

支
援

　
　

上
司

と
同

僚
の

支
援

の
状

態
　

集
団

分
析

結
果

■
知

事
部

局
等

全
体

の
職

員
の

ス
ト

レ
ス

度
（

健
康

リ
ス

ク
総

合
）

は
平

成
3
0
年

度
と

比
較

し
て

1
ポ

イ
ン

ト
減

。
　

・
量

的
負

荷
が

H
3
0
年

度
と

比
較

し
て

1
ポ

イ
ン

ト
増

と
、

全
体

的
に

忙
し

い
状

況
が

あ
る

。
　

・
上

司
や

同
僚

の
支

援
が

あ
る

と
感

じ
る

度
合

い
は

変
わ

ら
な

い
が

、
平

成
3
0
年

度
と

比
較

し
て

職
場

の
支

援
は

向
上

。
■

部
局

別
で

は
、

観
光

振
興

部
が

最
も

ス
ト

レ
ス

度
が

高
い

。
（

仕
事

の
量

や
負

担
が

多
く

、
裁

量
権

や
自

由
度

が
な

い
と

感
じ

て
お

り
、

ス
ト

レ
ス

度
が

高
い

状
態

）

部
局
等

受
検
者
数
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)

受
検
率

 (
％

)

ス
ト
レ
ス
因
子

健
康
リ
ス
ク
（
※

3
）

（
全
国
平
均
（
※

4
）
を

1
0
0
と
し
た
場
合
）

量
的
負
荷

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

上
司
の
支
援

同
僚
の
支
援

量
-コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
A
)
職
場
の
支
援
（
B
)

総
合

（
※

1
）

(※
２

) 
（
A
×

B
)/

1
0
0

知
事
部
局
等
平
均

(H
3

0
)

3
,6

5
4

(3
,5

7
0

)
9

6
.3

(9
8
.2

)
8

.0
 

(7
.9

)
8

.3
(8

.3
)

8
.5

(8
.5

)
8

.7
(8

.7
)

9
0

(9
0
)

8
5

(8
6
)

7
6

(7
7
)

総
務
部

3
8
6

(3
5
5
)

9
8
.0

 
(9

8
.6

)
8
.2

(8
.0

)
8
.2

(8
.3

)
8
.4

(8
.3

)
8
.5

(8
.6

)
9
3

(9
1
)

8
8

(8
7
)

8
1

(7
9
)

危
機
管
理
部

1
0
6

(9
0
)

9
9
.1

(9
0
.0

)
7
.3

(6
.9

)
8
.3

(8
.9

)
8
.2

(8
.8

)
8
.5

(9
.1

)
8
6

(7
9
)

8
9

(7
9
)

7
6

(6
2
)

健
康
政
策
部

4
4
5

(4
2
0
)

9
7
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8
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)
7
.8
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.9

)
8
.5

(8
.3
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8
.2

(8
.0

)
8
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)
8
8

(9
0
)

9
1

(9
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0

(8
1
)

地
域
福
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3
4
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4
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.0
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9
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.3

)
8
.0

 
(7
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)

8
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(8
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)
8
.7

(8
.9

)
9
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(9
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)

8
8

(8
2
)

8
5

(7
8
)

文
化
生
活
ス
ポ
ー
ツ
部

1
1
7

(1
1
9
)

9
5
.9

(1
0
0
)

8
.0

 
(8

.1
)

8
.3

(8
.1

)
8
.2

(8
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)
8
.6

(8
.8

)
9
1

(9
3
)

8
8

(8
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0
)
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業
振
興
推
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部

1
4
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3
8
)

9
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5
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)
7
.3

(7
.4

)
8
.8

(8
.7

)
8
.8

(8
.8

)
8
.6

(8
.9

)
8
3

(8
3
)

8
4

(8
1
)

6
9

(6
7
)

中
山
間
振
興
・
交
通
部

3
9

(3
8
)

1
0
0

(1
0
0
)

8
.5

(8
.7

)
8
.1

(8
.2

)
8
.2

(8
.8

)
8
.4

(8
.9

)
9
6

(9
6
)

9
1

(8
1
)

8
7

(7
7
)

商
工
労
働
部

1
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(1
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2
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8
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)
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.0
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光
振
興
部

4
8

(4
5
)

8
0
.0

 
(9

0
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.4

)
8
.4

(8
.5

)
8
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)
1
0
6

(1
1
0
)

8
7

(9
1
)
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2

(1
0
0
)
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業
振
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部

6
0
1

(6
0
7
)

9
5
.9
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9
.7

)
7
.9

(8
.0

)
8
.4

(8
.4

)
8
.7

(8
.6

)
8
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(8
.7

)
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0

(9
0
)

8
3

(8
4
)

7
4
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5
)

林
業
振
興
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環
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部

2
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0

(2
6
2
)

9
5
.7
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4
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)
8
.0
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8
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.6
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8
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)
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7
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7
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.6
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.6
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.6
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8
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8
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7
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5
)
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5

(8
2
)
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9
)
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7
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)
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8
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0
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0
0
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7
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.5

)
8
.0
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7
.9

(8
.0
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)
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0
0
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0
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.5
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.1
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)
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)
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0
0
)

8
1
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6
)
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みんなの公務能率向上等に向けた全庁ルール
～自所属だけでなく、他所属の負担の軽減も意識のうえ、継続して取り組んでいきましょう～

　　○　照会の必要性について点検を！
　　　　　・　「毎年行っているから」ではなく、照会内容や照会先について見直しを。
　　○　安易な全庁照会の禁止
　　　　　・　とりあえず全庁に依頼するのではなく、照会先を絞って実施を。
　　○　確実・迅速に回答をとりまとめられるよう工夫を！
　　　　　・　回答漏れを防ぐとともに、照会先・照会元双方が効率的、効果的に作業を行えるように工夫
　　　　　　を（汎用集計システム等も積極的に活用を。）。

　　　　　　　

　
　　○　ファイルを大量に添付する場合は配慮を！
　　　　　・　添付するファイルは精査し、必要最低限に。
　　　　　・　どうしてもファイルが多くなる場合は、一括印刷用のPDFファイルを用意する、または照会先に
　　　　　 応じて関係箇所を示す等の工夫を。
　　○　期限の短い照会・依頼の原則禁止
　　　　　・　照会内容（量や質）に見合った期限の設定を。
　　　　　・　主管課等を経由する場合は、取りまとめ等に要する時間を見込んだ期限の設定を。

　　○　会議等で使われない資料の作成依頼の禁止
　　　　　・　「とりあえず」で作らせない。依頼の前に、その目的、必要性、会議での活用方法の十分な精
　　　　　 査を。
　　○　ダブリ照会のスクラップ
　　　　　・　同じような内容（業務の進捗管理等）の照会については、既存の資料を活用するなど見直
　　　　　 しを。（各所属から依頼元に教えてあげる。）
　　○　「作りこみさせすぎない」、「手間をかけさせない」、「手戻りさせない」を徹底！
　　　　　・　依頼の前に資料の質、様式等をしっかりと調整したうえで、作成は必要最小限に（特にポン
　　　　　 チ絵）。
　　　　　・　既存の資料の活用を最優先に。
　　　　　・　時間をかけるべきは、資料作成そのものではなく、施策を立案し、実施することであるという意
　　　　　 識を。
　　○　コスト（費用、労力）意識を持った資料作成を！
　　　　　・　資料印刷やカラー印刷は必要最小限に。モノクロ化の徹底を（外部への説明資料として
　　　　　　使用する場合を除く。）。
　　　　　

照会、資料作成の依頼等の見直し
（１）照会方法

（２）資料作成の簡素化

工夫の例）◆メールのタイトルに期限等を明示
　　　　　　　　　【照会：○/○(月)〆】、【要回答：○/○(火)〆】、【至急：○/○(水)〆】、
　　　　　　　　　【リマインド：○/○（木）〆】
　　　　　　　 ◆急ぎの依頼は、メールだけでなく、電話で一報を入れる。
　　　         ◆メール本文中に照会内容のポイントを明記する。
　　　         ◆「該当なし」の場合は、返信不要とする。
               ◆記載例を添付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

9



　 ○　直近のあいさつデータについて関係課と共有を！
　　　・　知事、副知事、部局長等のあいさつを作成した場合は、共有フォルダ等を活用し、データの共有を。
　　　　　　知事・副知事あいさつ・・・「全庁共有」－「○年度」－「知事・副知事あいさつ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（決裁後（内容によっては、あいさつ後）各課で保管を。）
　　　　　　部局長等あいさつ・・・各部の共有フォルダを利用。
　 
   ○　出席する会議によって、箇条書きでも可とする等、簡素化を！　

あいさつ文

　　
　　○　定例的な会議等の廃止、見直し
　　　　　・　「毎回このタイミングで会議を開催しているから」ではなく、目的や必要性に応じて見直しを。
　　○　事前調整（資料の配付、協議事項の周知等）の徹底！
　　　　　・　場当たり的な協議とならないよう、あらかじめ会議の論点等について、参加者にお知らせを。
　　○　会議を始める前に目的、ゴール、所要時間を共有！
　　　　　・　会議を始める前にこれらを参加者で共有することで、スムーズな会議の運営を。
　　○　開始時刻、終了時刻の厳守と待機時間の短縮を！
　　　　　・　会議が間延び、長時間化しないよう、場合によっては途中でも打ち切るくらいの気持ちで運営を。
　　　　　・　会議、ヒアリング等の担当課は、各課の待機時間が長くならないように配慮を。
　　○　ポイントを押さえた説明で会議時間を短縮！
　　　　　・　資料の内容をすべて説明するのではなく、ポイントを絞って説明を。
　　○　手板（読み上げ原稿）の作成は最小限に！
　　　　 ・　内部の会議等では、特に職員の負担にならないよう必要性の精査を。

会議・協議等の見直し

　○　質問情報はできるだけ早く入手し、提供するとともに、速やかな趣旨確認を！
　　　　・　質問関係課（政策企画課、主管課、答弁担当課）は、議員から早めに情報収集、関係各
　　　　課への情報提供を行い、質問の趣旨やねらいなどが不明確な部分等については、速やかに確認を。
　　　 ・　各課の待機については、連絡体制の構築などにより必要最小限とするよう配慮を。
　○　各部局では、答弁のすり合わせは効率的に！
　　　　・　手戻りがないよう質問の背景等をしっかりと把握し、早めに答弁の方向性を部局内で確認のうえ、
　　　　作業への取りかかりを。
　　　　・　部長等のすりあわせ調整にあたっては、適切なスケジュール管理と、各課の待機時間が長くなら
　　　　ないように配慮を。

議会対応
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れ
ん

け
い

こ
う

ち
広

域
都

市
圏

の
取

組

圏
域
全
体
の
経
済
成
長
の
け
ん
引

二
段
階
移
住
の
推
進

　
圏
域
全
体
へ
の
移
住
・
定
住
の
促
進
を
図
る
た
め
、
大

都
市
圏
な
ど
の
潜
在
的
な
移
住
希
望
者
を
対
象
と
し
て
、

高
知
市
を
拠
点
と
し
た
二
段
階
移
住
の
Ｐ
Ｒ
（
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
・動
画
・ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
）、
お
試
し
移
住
の

補
助
、
連
携
し
た
相
談
体
制
の
充
実
な
ど
に
取
り
組
む
。

見
本
市
等
へ
の
共
同
出
展
等
に
よ
る
販
路
拡
大

高
度
医
療
の
体
制
整
備

高
次
の
都
市
機
能
の
集
積
・
強
化

　
高
知
赤
十
字
病
院
の
津
波
長
期
浸
水
エ
リ
ア
外
へ
の
移
転
を
支
援
し
て
救
急
医
療
等

の
拠
点
機
能
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
発
生
時
の
災
害
拠
点
病
院
と
し

て
の
機
能
を
確
保
し
、
圏
域
全
体
が
平
時
・
災
害
時
を
問
わ
ず
必
要
な
医
療
サ
ー
ビ
ス

を
享
受
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
る
。

 圏
域

形
成
に

至
っ
た

経
緯

 今
後

の
展
開

•
高
知
県
は
人
口
の
自
然
減
で

15
年
、
高
齢
化
率
の
上
昇
で

10
年
、
全
国
に
先
行
し
て
お
り
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
の
克
服
に
向
け
た
対
策
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

•
高
知
市
は
県
人
口
の
約

46
％
が
集
中
し
、
県
内
総
生
産
額
の
約

47
％
を
占
め
る
な
ど
、
県
内
で
の
一
極
集
中
が
進
展
し
て
い
る
。

•
ま
た
、
高
知
市
と
他
市
町
村
と
は
社
会
的
・
経
済
的
な
つ
な
が
り
が
強
く
、
相
互
に
補
完
す
る
関
係
に
あ
る
。

•
平
成

28
年
度
以
降
、
総
務
省
「
新
た
な
広
域
連
携
促
進
事
業
」
に
お
け
る
圏
域
の
範
囲
や
具
体
的
な
取
組
等
の
検
討
、
関
係
市
町
村
等
と
の
協
議
を
経
て
、
平
成

30
年
３
月

に
、
高
知
市
は
、
県
内
全

33
市
町
村
及
び
県
と
連
携
協
約
を
締
結
し
、
れ
ん
け
い
こ
う
ち
広
域
都
市
圏
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
し
た
。

防
災
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

　
 圏
域
全
体
の
防
災
力
向
上
を
図
る
た
め
、
高
知
市
が

開
催
す
る
「
防
災
人
づ
く
り
塾
」
の
参
加
者
要
件
を
圏
域
全

体
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
圏
域
内
に
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
を

設
置
し
、
双
方
向
通
信
に
よ
る
受
講
を
可
能
と
す
る
。

　
バ
イ
ヤ
ー
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
圏
域
で
連
携
し
て
対
応
で

き
る
よ
う
圏
域
市
町
村
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
。
見
本

市
や
商
談
会
、
浅
草
「
ま
る
ご
と
に
っ
ぽ
ん
」
等
に
共
同
出
展

し
、
圏
域
の
地
場
産
品
の
販
路
拡
大
を
推
進
す
る
。

圏
域
全
体
の
生
活
関
連
機
能
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

•
市
町
村
担
当
者
会
議
や
、
有
識
者
に
よ
る
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
、
首
長
に
よ
る
推
進
会
議
の
開
催
を
通
じ
て
取
組
の
検
証
を
行
い
、
ビ
ジ
ョ
ン
を
推
進
す
る
。

•
高
知
市
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
機
能
や
、
人
や
モ
ノ
の
ハ
ブ
機
能
を
活
か
し
た
取
組
を
推
進
し
、
人
口
減
少
の
大
き
な
波
に
打
ち
克
つ
こ
と
の
で
き
る
圏
域
を
め
ざ

す
。

【
資
料
】
平
成
2
7
年
国
勢
調
査
（
総
務
省
）
、
平
成
2
6
年
度
市
町
村
経
済
統
計
（
高
知
県
）

広
域
観
光
の
推
進

　
携
帯
電
話
の
位
置
情
報
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
観
光
客
の
移
動
軌
跡
等
の
調

査
を
行
い
、
周
遊
ル
ー
ト
の
開
発
に
よ
る
旅
行
商
品
の
造
成
・Ｐ
Ｒ
に
取
り
組
む
。

　
ま
た
、
外
国
人
観
光
客
の
回
遊
性
・
満
足
度
向
上
の
た
め
、
高
知
市
中
心
商
店
街

へ
の
観
光
案
内
所
の
設
置
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ）
を
活
用
し
た
観
光
案
内
シ
ス
テ
ム
を
構

築
・
運
用
す
る
。

新
規
就
農
者
の
確
保

　
 高
知
市
と
連
携
市
町
村
が
合
同
で
就
農
相
談
会
を
開

催
し
、
圏
域
で
新
規
就
農
者
の
確
保
を
図
る
。
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○
高

知
県

の
支

援
に

よ
る

「
れ

ん
け

い
こ

う
ち

広
域

都
市

圏
」

の
形

成 ■
国
立

社
会
保

障
・
人

口
問

題
研
究

所
に
よ

る
と

，
2
0
6
0
（

平
成

7
2
）

年
に

は
高

知
県

の
総

人
口

は
約

3
9
万

人
ま

で
減

少
す

る
と

推
計

さ
れ
て
い
る
。

■
高

知
県

ま
ち
・

ひ
と
・

し
ご
と

創
生

総
合
戦
略
（

平
成
2
9
年

度
版

）
で

示
さ

れ
た

高
知

県
人

口
の

将
来

展
望

で
あ

る
「

約
5
5

万
７

千
人

」
を

達
成

す
る

た
め
，

高
知
県
及

び
県
内

3
4
市
町
村

が
そ

れ
ぞ

れ
の
ま

ち
・
ひ

と
・
し

ご
と

創
生

総
合
戦
略

に
位

置
付

け
た

様
々

な
取
組

を
着

実
に
実

施
す
る

こ
と

で
，
社

人
研

推
計

を
上

回
る

人
口

目
標

の
達

成
を
目
指
し
て
い
る
。

れ
ん
け
い
こ
う
ち
広
域

都
市

圏
の

圏
域

範
囲

及
び

高
知

県
に
よ
る

財
政
支

援

■
高
知
市
及
び
高
知
市
へ
の
通
勤
通
学
割
合
が
10
％
以
上
の
市
町
村
並
び
に

当
該
市
町
村
に
隣
接
す
る
市
町
村
を
加
え
た
2
1
市
町
村
に
つ
い
て
は
連
携

中
枢
都
市
圏
制
度
を
活
用
し
、

国
に
よ
る
財
政
支
援
（

普
通
交
付
税
・

特
別
交
付
税
）
を
受
け
る
。

■
上
記
以
外
の
1
3
市
町
村
に
つ
い
て
は

高
知
県
が
新
設
し
た
交
付
金

（
国

の
交
付
税
と
同
等
の
内
容
）
に
よ
る
財
政
支
援
を
受
け
る
。

■
連
携
中
枢
都
市
圏
制
度
の
適
用
如
何
に
関
わ
ら

ず
，
連
携
協
約
及
び
連
携

し
て
取
り
組
む
事
業
は
全
市
町
村
で

同
一
の
内
容
。

★
既

存
制

度
の

活
用

に
加

え
、

高
知

県
が

交
付

金
制

度
を

創

設
し

市
町

村
の

連
携

事
業

を
強

力
に

後
押

し
す

る
こ

と
で

、

全
市

町
村

が
一

丸
と

な
っ

て
「

オ
ー

ル
高

知
」

で
取

組
を

推
進

し
て

い
く

こ
と

が
可

能
と

な
っ

た
。

3

「
れ
ん
け
い
こ
う
ち
広

域
都

市
圏

」
に
対

す
る
県

の
支

援
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0
H

3
1

3
,9

7
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→

  
3
,3

7
5
人

【
 ▲

5
9
7
人

 ，
▲

1
5
.0

%
 】

H
1

7
 →

 H
3

1
比

較

①
　

高
知

県
行

政
改

革
プ

ラ
ン

（
平

成
1
7
～

2
1
年

度
）

、
新

高
知

県
行

政
改

革
プ

ラ
ン

（
平

成
2
2
～

2
6
年

度
）

に
基

づ
き

、
1
0
年

間
で

6
5
0
人

の
削

減
（

△
1
6
.4

％
）

を
実

施
し

ま
し

た
。

②
　

行
政

需
要

の
高

ま
る

中
、

直
面

す
る

課
題

に
取

り
組

む
た

め
の

マ
ン

パ
ワ

ー
の

確
保

と
と

も
に

、
財

政
の

健
全

性
の

確
保

な
ど

を
考

慮
し

、
現

在
は

、
『

県
政

運
営

指
針

』
（

平
成

27
～

31
年

度
）

に
基

づ
き

、
3,

30
0人

体
制

（
育

児
休

業
中

の
職

員
等

を
除

く
）

を
維

持
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

③
　

平
成

31
年

4月
1日

時
点

の
職

員
数

は
、

3,
37

5人
で

す
が

、
育

児
休

業
・

産
前

産
後

休
暇

中
の

職
員

や
、

平
成

29
年

度
に

「
ス

ポ
ー

ツ
行

政
」

の
業

務
を

教
育

委
員

会
か

ら
知

事
部

局
へ

移
管

し
た

こ
と

に
伴

う
定

数
等

の
合

計
88

人
を

除
く

と
、

3,
28

7人
と

な
り

、
引

き
続

き
3,

30
0人

体
制

を
維

持
し

て
い

ま
す

。

　 （
人

）  知
事

部
局

の
職

員
数

に
つ

い
て

 行
革

プ
ラ

ン
 新

行
革

プ
ラ

ン
 県

政
運

営
指

針

1

知
事

部
局

職
員

数
の

推
移

※
育
児
休
業
・
産
前
産
後
休
暇
中
の
職
員
等

を
除
く
と
実
職
員
数
は
、
3,
28
7
人
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～イクボス宣言～

　　高知県庁は、課題に真正面から向き合い、県民の皆様のために成果を求めて
　挑戦し続けながらも、「高知県職員子育てサポートプラン」の着実な実施を通
　じて、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる職場環境づ
　くりを進めています。

　　私は、職員の仕事と家庭の両立を支援し、自らも仕事と私生活の充実に取り
　組む「イクボス」となり、先頭に立ってこの取組を推進します。

　　さらに、私は、県内にイクボスを増やすため、企業等への働きかけを積極的
　に行い、「誰もが希望の時期に、次代を担う高知の子どもを生み育てやすい環
　境づくり」を目指して取り組んでいきます。

　　　　　　　　　　　　平成２７年６月

　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

※「イクボス」とは…

　　部下が育児と仕事を両立できるよう配慮したり、育休取得や短時間勤務などを行っても業務を滞りなく
　進めるために業務効率を上げ、自らも仕事と生活を充実させている管理職のこと。

～育児休暇・育児休業の取得促進宣言～
「育児休暇・育児休業の取得を進めます」

　　私達は、だれもが仕事と育児を両立しやすい職場環境を
　つくり、従業員の希望に応じた育児休暇や育児休業の取得
　を応援します。

　　　　　　　　　　　　平成３０年７月２０日

　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直
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プランの概要

平成31年度末時点の達成目標

項目 目標・考え方

１ 育児休業 希望する職員全員が育児休業を取得できる。

２ 育児短時間勤務 希望する職員全員が育児短時間勤務を取得できる。

３ 配偶者の出産休暇
取得率100％

子どもの生まれた男性職員全員が1日以上休暇を取得する。

４ 男性職員の育児参加休暇
取得率100％

子どもの生まれた男性職員全員が1日以上休暇を取得する。

【位置づけ】

【実施期間】

○ このプランは、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第19条に基づく
 特定事業主行動計画として、県が職員を雇用する「事業主」の立場で策定したものです。
  
○ 平成２７年度～平成３１年度までの５年間について、県職員の仕事と子育ての両立支
 援に関する取組をまとめています。

○ これまでも、特定事業主行動計画として２つの計画を策定しており、これらの計画に
 引き続くものとなっています。

【推進体制】

平成27年４月１日から平成32年３月31日までの５年間

県職員の仕事と子育ての
両立に向けて（前期計画）

高知県職員次世代育成支援
行動計画（後期計画）

高知県職員
子育てサポートプラン

  H17                                H21  H22                               H26  H27                               H31

年度ごとに取組状況や職員のニーズを把握し、必要に応じて見直しを行います。
その際には、各取組が機能したか、効果があったかを点検・評価します。（PDCAサイ
クルの確立）

Ｐｌａｎ
進行管理表作成、達成目標設定

Ｄｏ
実施主体の明確化、職員の理解を得る

Ｃｈｅｃｋ
取組状況・実績値の把握、職員のニーズを把握

Ａｃｔｉｏｎ
現状の課題とその対応策を明らかにする
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全ての職員のために

結婚を希望する職員のために

父親・母親になる職員のために

仕事と子育ての両立のために

子どもが県庁とふれあう機会の充実

父親・母親になった職員のために

【再掲】 「仕事と子育ての両立」等について学ぶ
機会の提供

【再掲】意見交換会・交流の場の創設

管理職員との面談
  ・産休・育休取得前、職場復帰前に子育てサポート面談を
  実施（復帰後の働き方や必要とする支援などを確認）

育児休業等を取得しやすい環境づくり
  ・育児休業等の制度の周知
  ・代替職員の確保

効果的な情報提供
  ・ホームページの整備
  ・「子育て休暇・休業のしおり」改定

人事上の配置や業務分担等の見直し
  ・子育てを行う職員に対する人事や業務上の配慮

時間外勤務の縮減・計画的な休暇の取得
  ・一斉定時退庁日の実施
  ・リフレッシュデー（年休取得促進日）の設定

「仕事と子育ての両立」等について学ぶ機会の提供
  ・キャリアデザイン研修の実施
  ・イクボス養成塾、制度説明会の実施

次世代育成支援の取組に対する適切な人事評価
  ・安心して子どもを生み育てられる職場環境づくり
  に取り組んだ職員を適切に評価する方法を検討

意見交換会・交流の場の創設
  ・仕事と家庭生活の両立に対する不安や、取組に対す
  る意見を話し合う場の創設を検討

子育てを行う女性職員の活躍促進
  ・キャリアプランの形成を支援

緊急時の預け先確保
  ・面談時に庁内託児室や一時保育施設等について周知
  ・民間事業者と協力協定を締結

メンター制度
  ・不安や悩みを持つ職員が先輩職員に気軽に相談でき
  る制度の導入について検討

保育施設の設置等
  ・職員のニーズ等を踏まえつつ、庁内保育施設の設置
  について検討

多様な働き方の拡大
  ・テレワークやフレックスタイム制の導入について検討

ホームページの充実
  ・県が運営するホームページの子ども向けページを更新

具体的な取組

管理職員との面談などを通じた情報の提供
  ・妊娠報告時に子育てサポート面談を実施（制度の周知、相談窓口や育児休業体験談の紹介）

【職員の勤務環境に関すること】

【地域の子育て支援に関すること】
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問い合わせ先

 ◎行政管理課 TEL:088-823-9157    E-mail:110301@ken.pref.kochi.lg.jp 

 ◎詳しい内容は、http://info.pref.kochi.lg.jp/~soumu/gyoukan/jisedai/index.htm

   高知県イントラ＞情報共有＞子育て支援・母性保護・健康相談 又は
   高知県イントラ＞総務部イントラ＞行政管理課＞次世代育成

 

 年度ごとに年次有給休暇の取得促進日を設定し、「リフレッシュデー」としています。
 平成31年のリフレッシュデーは、次のとおりです。

 ★月に１日は計画的な年次有給休暇の取得を働きかけましょう。忙しい中でもメリハリを！

 管理職員とこれから子育てを迎える職員とが次のタイミングで、定期的に面談を行います。
 継続的にコミュニケーションを取りながら、子育て期の職員をサポートしていきます。

  ① 女性職員から妊娠の報告を受けたとき又は子が誕生した（誕生する予定の）男性職員     
   の情報を得たとき 
  ② 産前・産後休暇又は育児休業の取得予定の１ヵ月前になったとき 
  ③ 産後休暇又は育児休業から職場復帰予定の１ヵ月前になったとき

★ 「子育てサポート面談の手引き」を元に、しっかりとコミュニケーションを取ってください。

★ 対応した内容を「子育てサポート面談シート」に記載し、写しを行政管理課（担当：川島）
 に提出してください。（データをメールで送付することも可）

★ 「配偶者の出産休暇」「男性職員の育児参加休暇」は１日以上の休暇取得率100％を目標と
 しています。配偶者の体力が完全に回復していない産後８週間を重点取得期間としていますの
 で、面談で積極的な休暇の取得を勧めてください。

 

       
       

こんな制度があるよ！
体調はどう？

何か困っていることは？
復帰後はどんな働き方がで
きるの？

第２子の出産で、第１子は自
分が面倒をみなくちゃ

つわりと腰痛がひどくて…

 子育て休暇・休業のしおり
 母性健康管理指導事項連絡カード

 １月 25日（金）  ２月  ８日（金）  ３月 22日（金）

10月 21日（月） 11月 29日（金） 12月 23日（月）

 4月 26日（金）  ５月 31日（金）  ６月 14日（金）

・親としての責任感、父性の芽生え
・日々の成長を間近で感じられる
・妻からの信頼アップ
・育児の大変さを実感
・上の子のフォローができる
・妻の早期復職の手助け
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○活力のある職場づくりと公務能率等の向上について

（平成24年４月６日 24高行管第15号副知事通知）

改正 平成31年３月22日 30高行管第370号副知事通知

これからの県政運営は、課題解決の先進県を目指し、多くの県民の皆様に県勢浮揚を実

感していただくことを目標に、５つの基本政策をはじめとする県政の取組をもう一段レベ

ルアップさせていく必要があります。

そのためには、職員が創造性豊かな仕事、質の高い仕事をしていかなければなりません。

県勢浮揚を成し遂げるためには、その原動力となる職員の能力が最大限発揮されるよう

な活力のある職場づくりと公務能率等の向上の取組が重要です。

これまで、県政の課題に全力で取り組んできましたが、同時に職員の時間外勤務（休日

勤務を含む。）が増加しているのも事実であり、職員の心と体の健康には特に配慮してい

く必要があります。

こうした状況を踏まえ、下記の取組について全庁的に推進していくこととしますので、

管理職員等は、職員の健康管理に留意しつつ、適切な業務管理及び勤務時間管理等を行っ

てください。

記

１ 管理職員等の意識の向上

管理職員等は、組織のマネジメントにおいて、「仕事の仕方や仕組みを見直す」こ

との重要性を認識し、業務運営について常に課題意識を持ち、時間外勤務縮減のため

の業務改善を行うことにより、職員への過度の負担の軽減に努めるとともに、活力の

ある職場づくりと公務能率等の向上に取り組んでください。

２ 勤務時間管理の徹底

管理職員等は、職員一人ひとりの業務の進捗状況や期限の把握などに努め、時間外

勤務が一部の職員に集中することのないよう、所属の業務管理を行ってください。

時間外勤務が特に多い職員がいる場合には、その原因を分析し対策を講じてくださ

い。

また、時間外勤務を命じる際には事前命令を徹底し、時間外勤務命令をしていない

職員には、はっきりと退庁を指示するなど、勤務時間を適切に管理してください。

なお、時間外勤務命令については、上限の範囲内で必要最小限にとどめるものとし、

上限を超えて命令ができるのは、特例業務（災害への対処その他の重要な業務であっ

て特に緊急に処理することを要するもの）に従事させる場合等に限られることに注意

してください。
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３ 一斉定時退庁日（ノー残業デー）の取組の徹底

一斉定時退庁日（毎週水曜日）については、これまでも取り組んできたところです

が、今後は、この取組を徹底するため、管理職員等が中心となって、職場全体で定時

退庁に取り組む意識を共有し、必要に応じて業務分担の見直しを行うなど、確実な実

施に努めてください。

４ 時間外勤務縮減のための業務改善

（１）指示の明確化と資料作成の簡素化

管理職員等は、業務の優先順位を判断し、具体的で明確な指示を早く出すように

し、必要に応じて適切なアドバイスを行うなど、職員が業務を円滑に進めることが

できるよう努めてください。

また、会議等の資料については、既存資料を有効活用するとともに、縮減、簡素

化を徹底してください。なお、資料作成を指示する場合は期限を明示するようにし

てください。

（２）会議等の見直し

知事等又は幹部職員への説明や協議など、会議等が勤務時間外になるような場合

は、管理職員等で対応するようにしてください。

会議等を開催する場合は、その目的を明確にし、必要最小限の回数とするととも

に時間厳守を徹底してください。また、これまで定例的に開催している会議等につ

いても、その目的や必要性について検討し、見直しを行ってください。

（３）業務の見直し

管理職員等が中心となって、所管する業務について仕事の仕方や仕組みを見直し、

積極的に業務改善に取り組むことにより職員の負担軽減を図るとともに、職員に対

しても業務の簡素化や効率化に努めるよう周知してください。

５ 職員の心身のリフレッシュの促進

仕事で成果を生み出すためには、休むべき時は休むことも非常に重要です。

家族とのコミュニケーションはもちろん、民間企業、あるいは地域の方々との交流、

知識の習得や運動の時間を確保するなど、仕事を離れた時間を心身のリフレッシュの

ために有効に活用することで仕事への意欲が高まり、公務能率を向上させる効果が期

待されます。

管理職員等は、時間外勤務の縮減及び週休日の確保に努めるとともに、心身のリフ

レッシュのために休暇制度の活用を促してください。
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    公社等外郭団体の担っている役割 

 

1 （一社）高知医療再生機構
・本県の医療再生に向けて、医師不足の問題を解決し医療の充実を図るため、若手医師のキャリア形成支援、県外から
の医師の招聘・赴任の支援等を実施

2 （公財）高知県文化財団
・文化財等の調査研究、収集、保存、教育普及活動等を担う県立文化施設（美術館、歴史民俗資料館、坂本龍馬記念
館、文学館、埋蔵文化財センター）の管理運営等を通じた県内への品質の高い芸術文化の提供

3 （公財）土佐山内記念財団 ・山内家資料などの歴史的資料を後世に継承するとともに、展示や研究成果の還元、教育普及活動による文化振興

4 （公財）高知県国際交流協会
・地域の国際化を推進し、民間団体の支援や在住外国人の住みやすい環境を整えるとともに、地域の国際化を図ること
で、グローバルな人材の育成や外国人と日本人の地域における共生意識の醸成

5 （公財）こうち男女共同参画社会づくり財団 
・男女共同参画社会の実現を推進するための、各種事業（講演会等の開催、人材育成、相談対応等）、及び広報・啓発活
動の実施

6 （公財）高知県人権啓発センター ・県民に対する人権に関する普及啓発及び研修等の実施による県民の人権尊重の理念について理解の促進

7 （一財）高知県地産外商公社
・高知県のブランド価値向上、地産外商の推進に資する県外市場に対しての県産品販売及び観光及び食文化等について
の情報発信

8 （公財）高知県産業振興センター ・中小企業や小規模事業者の新たな事業への取り組みや課題の解決に向けた企業活動の支援

9 （公財）高知県観光コンベンション協会
・国内外の観光客及びコンベンションの誘致・受入に関する事業をはじめ、観光プロモーションの実施、スポーツ観光の誘
致、フィルムコミッション事業を通じての交流人口の拡大による地域経済の活性化

10 （公財）高知県農業公社
・担い手となる農業者の効率的かつ安定的な経営基盤の確保に資する農地の有効利用及び就農定着支援に関する事業
の実施

11 （一社）高知県農業用廃プラスチック処理公社
・農業用廃プラスチック類の処理に係る負担の軽減、適正処理による環境保全に資する全県的な農業用廃プラスチック類
の回収・処理事業の実施

12 （公社）高知県種苗センター ・本県園芸農業の振興発展に資する園芸野菜・花きの優良品種の原種の増殖及び優良種苗の普及

13 （公社）高知県青果物基金協会 ・生産者の経営安定を目的とした主要な野菜価格の著しい低落時における価格差補給金等交付

14 （一社）高知県肉用子牛価格安定基金協会 ・家畜畜産物の安定供給の確保を目的とした肉用牛生産者の経営安定と健全な家畜の生産に関する事業の実施

15 （公社）高知県森と緑の会 ・地域の森林整備及び緑化の推進等に資する緑の募金事業及び森林整備等に関する事業の実施

16 （一社）高知県森林整備公社 ・分収方式による造林事業の実施

17 （公財）高知県山村林業振興基金 ・林業労働力の育成・確保に関する事業や、林業に関する無料職業紹介などの実施

18 （公財）四万十川財団 ・四万十川の保全及び流域の振興を目的とした景観及び生物資源の保全並びにその啓発事業などの実施

19 (公財) 高知県牧野記念財団
・高知県立牧野植物園管理運営事業等を通じての植物に関する教育普及、県内を中心に有用植物を主軸とした植物研
究及び希少植物等の調査

20 （公財）エコサイクル高知 ・産業廃棄物の適正な処理その他廃棄物に関する各種事業の実施

21 （公財）高知県魚さい加工公社 ・魚腸骨等の適正な再生利用に関する各種事業の実施及び再生利用促進のための知識及び指導の普及啓発

22 高知県漁業信用基金協会 ・中小漁業融資保証法に基づく中小漁業者等に対する貸付債務の保証

23 （公社）高知県建設技術公社
・県や市町村の公共工事の計画、設計、積算、施工管理、技術審査補助や建築住宅部門での住宅性能評価業務などの
実施に加え、建設技術者の技術力向上支援の実施

24 高知県土地開発公社 ・公共用地、公用地等の取得、管理等の実施

25 （公財）高知県のいち動物公園協会
・高知県立のいち動物公園の維持管理運営、動植物に関する調査研究、動物の知識及び動物愛護思想の普及、野生動
物の保護等を通じて、県民の野生動物や環境等に対する関心や理解の促進

26 高知県住宅供給公社
・管理水準の向上と入居者の利便性の向上に資する県営住宅及び一部の市町村営住宅の管理代行並びに保有する利
便施設等の管理運営

27 （公財）高知県スポーツ振興財団
・高知県におけるスポーツの振興に資する県立スポーツ施設の管理運営、スポーツの普及・振興事業の実施、スポーツ
ツーリズムの推進

28 （公財）高知県体育協会
・県民の体力向上や競技力向上に資する競技団体への助成、国民体育大会への選手団の派遣、スポーツ少年団の育成
等の事業の実施

29 （公財）暴力追放高知県民センター
・暴力団のない安全で平穏な高知県の実現に資する暴力団員等の不当な行為による犯罪被害者支援事業、暴力団員等
の不当要求行為による被害を防止するための責任者講習事業等の実施

団体名 役割
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（平成31年４月１日時点）

レクリエーション
　　・スポーツ施設

10 10

レクリエーション施設 月見山こどもの森

障害者スポーツセンター、

春野総合運動公園、ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ

弓道場

宿泊休養施設 オートキャンプ場とまろっと

産業振興施設 14 11 0 3

情報提供施設 家畜学習館

その他産業振興施設 消費生活センター

基盤施設 123 113 10

下水道 浦戸湾東部流域下水道

公営住宅 県営住宅（62団地）

その他基盤施設 高知港係留施設等、宇佐漁港

文教施設 21 5 16

図書館・博物館等 図書館

芸西天文学習館 交通安全こどもセンター

牧野植物園、足摺海洋館

医療・福祉施設 4 4 0

障害者福祉施設 療育福祉センター

看護師養成所等 幡多看護専門学校

合  計 172

（注）県立大学、県立学校、道路、河川等を除く。

公の施設一覧

施設分類・施設数 直営施設 業務委託等施設 指定管理者制度導入施設

室戸体育館、

青少年体育館、県民体育館、武道館

高知県工業技術センター、紙産業

技術センター、森林技術センター

森林研修センター（情報交流館）

港湾（18港）、漁港（26港）

人権啓発センター、こうち男女共同

参画センター、ふくし交流プラザ、

県民文化ホール、塩見記念青少年プ

ラザ

美術館、歴史民俗資料館、坂本龍馬

記念館、文学館、高知城歴史博物

館、埋蔵文化財センター

幡多青少年の家、青少年センター 香北青少年の家、高知青少年の家

あき総合病院

幡多けんみん病院

20 113 39

体育施設

開放型研究施設

産業研修施設

産学官民連携センター、農業大学

校、農業担い手育成センター、高

知高等技術学校、中村高等技術学

校、林業大学校

森林研修センター（研修館）、地域

職業訓練センター

公園

安芸広域公園、鏡野公園、

五台山公園、種崎千松公園、

鏡川緑地、高知空港緑の広場

池公園、甫喜ヶ峰森林公園、室戸広

域公園、のいち動物公園、土佐西南

大規模公園（大方・佐賀地区）、高

知公園、甲浦港海岸緑地公園、手結

港海岸緑地公園

ホール・会館

青少年の家

その他文教施設

病院
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※災害（東日本大震災、熊本地震等）による復旧・復興支援のための派遣職員数(H31)には、　
　任期付職員６人を含む（なお、４月２日付けで宮城県に新たに派遣する任期付職員は、こ
　れには含まれていない。）。
　［任期付職員数の推移　H27:1人、Ｈ28：４人、H29：７人、Ｈ30：7人］

（単位：人）

【参考】　国、他県、市町村交流、民間への職員派遣等

７

　 H30 H31 備考（H31の主な内訳）

国からの割愛職員数（幹部） 10 10 部長級３、副部長級２、課長級５

県から国等への派遣職員数
（割愛）

13 14

内閣府、総務省３、財務省、厚生労働省２、農
林水産省、環境省、水産庁、中小企業庁、四国
地方整備局、四国運輸局、地域経済活性化支援
機構

県から国への派遣職員数（研修） 9 8
内閣官房２、内閣府、復興庁、消費者庁、林野
庁、観光庁、気象庁

県から民間等への派遣職員数 8 7
三井物産、東京海上日動、トヨタ自動車、国際
観光振興機構、自治体国際化協会、地域活性化
センター、全国知事会

他県への派遣職員数 5 6 山形県、山口県、香川県２、愛媛県２

他県からの派遣受け入れ職員数 6 7 山形県、山口県、徳島県、香川県２、愛媛県２

市町村からの交流受け入れ職員数 36 35 23団体

県から市町村への交流派遣職員数 29 28 22団体　

災害（東日本大震災、熊本地震、
平成30年７月豪雨災害及び北海道
胆振東部地震）による復旧・復興
支援のための派遣職員数

16 13

北海道（１）、岩手県（１）、宮城県（１）、
福島県（２）、岡山県（１）、広島県（１）、
愛媛県（２）、熊本県（１）、宮城県石巻市
（２）、福島県新地町（１）

計 132 128 　
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3人
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% 30
歳
代
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%
40
歳
代
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.6
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50
･

60
歳
代

1,
36

3人
40

.4
%

知
事
部
局
職
員
の
年
齢
構
成

（
注
）
平
成
3
1
年
4
月
1
日
在
職
者
（
3
,3
7
5
人
）
を
令
和
元
年
度
末
の
年
齢
で
区
分
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0
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　 ①
　平

成
25

年
度

当
初

予
算

で
創

設
した

「課
題

解
決

先
進

枠
」（

※
）

を
継

続
し、

課
題

解
決

先
進

県
を目

指
す

事
業

へ
予

算
の

重
点

　配
分

を実
施

　　
 　

※
平

成
30

年
度

予
算

か
ら削

減
した

額
の

1.
5倍

（
一

般
財

源
ベ

ー
ス

）
ま

で
課

題
解

決
先

進
枠

とし
て

要
求

可
能

とす
る

仕
組

み

②
　既

存
事

業
の

ス
クラ

ップ
アン

ドビ
ル

ドを
徹

底
す

る
た

め
、予

算
要

求
前

に
全

庁
的

な
協

議
を

実
施

し、
予

算
要

求
に

反
映

③
　既

存
事

業
を

積
極

的
に

見
直

し、
創

意
工

夫
に

よ
る

事
業

の
組

み
替

え
や

バ
ー

ジ
ョン

ア
ップ

を
促

進
す

る
た

め
、経

常
的

経
費

に
つ

い
て

　△
５

％
の

マ
イ

ナ
ス

シ
ー

リン
グ

を
設

定

29
.3

億
円

（
22

1件
）

　　
　　

　の
見

直
し

を
実

施
（

平
成

30
年

度
当

初
予

算
　　

　　
35

.6
億

円
、1

99
件

）

（
参

考
2）

課
題

解
決

先
進

枠
を

活
用

した
予

算
の

重
点

化
と事

業
の

ス
ク

ラ
ップ

ア
ン

ドビ
ル

ド
　　

　　
　　

　　
～

課
題

解
決

先
進

県
を

目
指

した
事

業
の

さ
ら

な
る

バ
ー

ジ
ョン

ア
ップ

～

○
職

員
が

会
場

設
営

や
運

営
を

行
って

い
る

「は
た

ち
の

献
血

キ
ャン

ペ
ー

ン
」イ

ベ
ント

を外
部

委
託

○
毎

月
直

営
で

発
行

して
い

た
「こ

うち
労

政
情

報
」の

発
行

・配
布

を外
部

委
託

し、
見

や
す

く伝
わ

りや
す

い
紙

面
づ

くり
を実

現

○
高

知
龍

馬
マラ

ソン
の

運
営

に
お

け
る

外
部

委
託

を拡
大

し、
効

率
的

な
運

営
を

実
施

○
職

員
自

らが
ポ

ス
ター

等
の

発
送

を行
って

い
た

携
帯

用
無

線
LA

N貸
出

事
業

の
PR

を
、デ

ザ
イン

や
印

刷
とあ

わ
せ

て
外

部
委

託

○
福

祉
保

健
所

で
実

施
して

い
る

食
品

等
モ

ニタ
リン

グ
検

査
を

外
部

委
託

○
Ｗ

eb
会

議
シ

ス
テ

ム
の

活
用

に
よ

り、
出

先
機

関
と本

庁
間

の
移

動
時

間
を短

縮
し、

旅
費

を
削

減
○

公
用

車
の

リー
ス

契
約

を試
験

的
に

導
入

す
る

こと
に

よ
り、

費
用

負
担

を
平

準
化

し、
管

理
業

務
を

縮
減

○
遠

隔
教

育
シ

ス
テ

ム
の

活
用

に
よ

り、
学

校
と教

育
セ

ン
ター

間
の

移
動

時
間

を
短

縮
し、

旅
費

を削
減

　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　等

　　
　 

マ
ン

パ
ワ

ー
確

保
の

視
点

を
踏

ま
え

た
見

直
し

　 
　　

当
初

の
目

的
の

達
成

状
況

や
　　

　 
事

業
手

法
の

精
査

等
を

踏
ま

え
た

見
直

し
１

２

1

　平
成

31
年

度
当

初
予

算
編

成
方

針
の

ポ
イ

ン
ト

平
成

31
年

度
当

初
予

算
で

は
、新

た
に

マ
ン

パ
ワ

ー
確

保
の

視
点

を
踏

ま
え

た
見

直
しを

実
施

○
県

の
沿

岸
漁

業
改

善
資

金
貸

付
事

業
を

廃
止

し、
　 

民
間

金
融

機
関

に
よ

る
貸

付
に

移
行

託

　（
県

は
利

子
補

給
等

に
よ

り支
援

）

○
観

光
み

らい
会

議
と土

佐
の

観
光

創
生

塾
の

一
本

　 
化

を
図

り、
効

率
的

に
実

施

○
子

育
て

情
報

に
関

し、
パ

ンフ
レッ

トに
よ

る
情

報
発

　 
信

か
らS

NS
を

活
用

した
効

率
的

・効
果

的
な

広
報

　 
へ

変
更

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
等

　主
な

見
直

しの
状

況

平
成

31
年

度
当

初
予

算
で

は
、マ

ン
パ

ワ
ー

確
保

の
視

点
を

踏
ま

え
た

見
直

しを
新

た
に

行
うな

ど、
課

題
解

決
先

進
県

を
目

指
した

事
業

を
さ

ら
に

バ
ー

ジ
ョン

ア
ップ

 
　　

　　
　→

 予
算

の
重

点
化

と事
業

の
ス

ク
ラ

ップ
ア

ン
ド

ビ
ル

ド
を

実
施
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中
長
期
推
計
の
ポ
イ
ン
ト

今
後
の
財
政
収
支
の
見
通
しに
つ
い
て

3
　本
県
の
財
政
運
営
は
地
方
交
付
税
制
度
な
ど国
の
動
向
に
大
き
く左
右
さ
れ
る
た
め
、引
き
続
き
国
に
対
して
積
極
的
な
提
案
を
行
い
つ
つ
、

施
策
の
有
効
性
や
効
率
性
を
高
め
る
た
め
、事
務
事
業
の
ス
ク
ラ
ップ
ア
ン
ドビ
ル
ドを
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。

2
　県
債
残
高
は
、平
成
30
年
7月
豪
雨
対
応
や
国
の
３
か
年
緊
急
対
策
の
活
用
等
に
よ
り増
加
。し
か
しな
が
ら、
地
方
交
付
税
措
置
率
の

高
い
国
の
緊
急
対
策
分
を
除
くと
、南
海
トラ
フ地
震
対
策
を
含
む
必
要
な
投
資
事
業
を
実
施
して
も
、中
期
的
に
は
近
年
の
水
準
を
維
持

で
き
る
見
込
み
。

1
　今
後
の
南
海
ト
ラ
フ地
震
対
策
や
大
規
模
事
業
等
に
必
要
な
経
費
を
見
込
ん
で
も
、な
お
財
政
調
整
的
基
金
の
残
高
の
確
保
が
図
ら
れ
、

安
定
的
な
財
政
運
営
の
見
通
しを
立
て
る
こと
が
で
き
て
い
る
。令
和
７
年
度
ま
で
の
県
債
残
高
（
臨
財
債
除
く）
の
見
通
し

＊
これ

ま
で

の
行

財
政

改
革

の
結

果
、R

元
時

点
で

ピー
ク時

（
Ｈ

12
：

7,
24

3億
円

）
か

ら2
,0

00
億

円
程

度
の

減

一
般
会
計
ベ
ー
ス

億
円 4,

59
0 5,
20

6 5,
83

2 

6,
79

9 

7,
24

3 

6,
72

0 

6,
39

7 

5,
96

0 

5,
44

6 

4,
95

1 
4,

77
8 

5,
26

2 
5,

43
4 

5,
30

8 

5,
14

8 
5,

19
1 5,

09
8 

4,
00
0

4,
50
0

5,
00
0

5,
50
0

6,
00
0

6,
50
0

7,
00
0

7,
50
0

Ｈ
6

Ｈ
8

Ｈ
10

Ｈ
12

H
15

H
17

H
19

H
21

H
23

H
27

R元
推
計

R4
推
計

R7
推
計

-7
3 

-7
1 

-3
9 

-1
 

3 
10

 
13

 

18
8

11
7

78
77

80
90

10
3

-2
00

-1
000

10
0

20
0

当
初
予
算
時
に
お
け
る
財
源
不
足

財
政
調
整
的
基
金
残
高

令
和
７
年
度
ま
で
の
財
政
収
支
の
見
通
し

単
位
：
億
円

-6
5

-2
2

-1

3
4

17

10
3

81
80

83
87

10
4

-2
00

-1
000

10
0

20
0

R元
R2

R3
R4

R5
R6

R7
【 Ｈ 30 ・ 9 推 計 】 【 今 回 推 計 】

H1
2

※
非
常
事
態
に
対
応
す
る
た
め
歳
出
化
し
た
防
災
対
策
基
金
充
当
分
6
億
円
を
含
む

国
の

3か
年
緊
急
対
策
分

を
除
い
た
残
高

３
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30 高行管第 291 号

平成 31 年１月 30 日

各 部 局 長 様

総 務 部 長

県政運営指針の「コンプライアンスの徹底」に関する

取組状況の検証について（依頼）

県では、モード・アバンセ事件を教訓とし、県が組織として不適切な政策決定を行うこ

とを防ぐとともに、「対話と実行」を基本に県民本位の県政を推進するため、職員が萎縮

することなく、公平・公正で前向きに仕事ができる組織・環境を整備するという県政改革

の方向性をより具体的なものとするための行動指針として「県政改革アクションプラン」

を策定（平成 21年３月）し、取組を進めてきました。

また、平成 27年４月に策定した「県政運営指針」においても、モード・アバンセ事件

から年月が経過する中、これまでの経緯や取組を風化させることなく、今後も県政改革ア

クションプランの取組をしっかりと引き継ぎ、県政の推進に当たって基本中の基本となる

コンプライアンスを徹底することとしています。

つきましては、県政運営指針のコンプライアンスの徹底に関する取組について、ＰＤＣ

Ａサイクルによる検証と見直しを行うため、所属単位で職員による話合いを実施したうえ

で、部局単位で検証いただきますようお願いします。
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別
　
紙

平
成

3
0
年

度
　

『
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
の

徹
底

』
に

関
す

る
取

組
項

目
の

検
証

区
分

一
覧

表

　
←

検
証

区
分

Ｎ
Ｏ

該
当

ペ
ー

ジ
評

価
・
検

証
す

る
部

署

Ｈ
3
0
検

証
区

分

Ａ
：
全

庁
共

通
Ｂ

：
個

別
取

組
 　

　
　

　
　

　
　

 各
様

式
１

～
４

該
当

ペ
ー

ジ
評

価
・
検

証
す

る
部

署

Ｈ
3
0
検

証
区

分

Ａ
：
全

庁
共

通
Ｂ

：
個

別
取

組

県
政

の
推

進
に

あ
た

っ
て

基
本

中
の

基
本

と
な

る
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
の

徹
底

職
員

の
意

識
改

革
を

継
続

し
徹

底
を

図
る

基
本

方
向

１
　

　
県

民
の

皆
様

か
ら

見
え

る
県

庁
づ

く
り

を
徹

底
す

る
3
2

階
層

別
研

修
の

中
で

公
務

員
倫

理
に

関
す

る
内

容
を

拡
充

す
る

6
3

人
事

課
Ｂ

意
思

決
定

の
プ

ロ
セ

ス
公

表
の

ル
ー

ル
を

徹
底

す
る

3
3

モ
ー

ド
・
ア

バ
ン

セ
事

件
の

経
過

や
反

省
を

踏
ま

え
た

県
の

取
り

組
み

な
ど

に
つ

い
て

の
研

修
を

継
続

す
る

〃
行

政
管

理
課

Ｂ

1
予

算
査

定
経

過
の

公
表

な
ど

県
民

の
皆

様
に

見
え

る
予

算
編

成
を

推
進

す
る

5
5

財
政

課
Ｂ

3
4

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

研
修

を
実

施
す

る
〃

土
木

政
策

課
Ｂ

2
各

種
団

体
か

ら
の

要
望

内
容

と
回

答
等

の
公

開
を

徹
底

す
る

〃
各

所
属

Ａ
3
5

会
計

実
務

研
修

を
実

施
す

る
〃

会
計

管
理

課
Ｂ

3
全

職
員

が
読

み
手

の
立

場
に

立
っ

た
文

書
作

成
を

心
が

け
る

5
6

各
所

属
Ａ

適
正

な
会

計
事

務
の

執
行

を
徹

底
す

る

4
県

民
の

皆
様

が
知

り
た

い
情

報
を

探
し

や
す

く
工

夫
す

る
と

と
も

に
、

速
や

か
に

情
報

を
更

新
す

る
〃

各
所

属
Ａ

3
6

部
局

や
所

属
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
出

前
研

修
や

会
計

専
門

員
に

よ
る

管
内

出
先

機
関

へ
の

巡
回

支
援

を
行

う
6
3

会
計

管
理

課
Ｂ

5
文

書
作

成
や

分
か

り
や

す
い

資
料

作
成

手
法

を
学

ぶ
研

修
を

実
施

す
る

〃
人

事
課

Ｂ
3
7

監
査

委
員

事
務

局
に

非
常

勤
監

査
員

や
中

小
企

業
診

断
士

な
ど

の
資

格
を

持
っ

た
職

員
の

配
置

を
検

討
す

る
〃

監
査

委
員

事
務

局
Ｂ

6
「
補

助
金

」
の

公
表

〃
各

所
属

Ａ
3
8

会
計

事
務

の
適

正
化

に
資

す
る

情
報

発
信

を
徹

底
す

る
6
4

会
計

管
理

課
Ｂ

7
「
融

資
」
の

公
表

〃
水

産
政

策
課

Ｂ
基

本
方

向
４

　
　

組
織

や
仕

組
み

と
し

て
不

適
切

な
政

策
決

定
を

防
ぐ

8
「
委

託
事

業
」
の

公
表

〃
各

所
属

Ａ
意

思
決

定
に

対
す

る
チ

ェ
ッ

ク
機

能
を

強
化

す
る

9
「
公

共
事

業
」
の

公
表

〃
公

共
事

業
所

管
課

【
土

木
政

策
課

・
農

業
基

盤
課

・
治

山
林

道
課

】
Ｂ

3
9

予
算

執
行

段
階

で
の

チ
ェ

ッ
ク

で
、

執
行

管
理

室
長

が
異

議
あ

り
と

し
た

も
の

は
、

顧
問

弁
護

士
へ

の
相

談
も

踏
ま

え
て

庁
議

に
報

告
し

、
庁

議
で

対
応

方
針

を
決

定
す

る
6
5

執
行

管
理

室
長

Ｂ

1
0

「
許

認
可

」
の

公
表

〃
各

所
属

Ａ
4
0

「
事

業
審

査
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
」
を

委
嘱

す
る

〃
計

画
推

進
課

Ｂ

1
1

「
職

員
採

用
」
の

公
表

〃
人

事
課

Ｂ
4
1

包
括

外
部

監
査

の
テ

ー
マ

の
選

定
に

あ
た

っ
て

は
、

監
査

委
員

に
よ

る
監

査
の

結
果

及
び

措
置

状
況

な
ど

に
つ

い
て

、
積

極
的

に
情

報
提

供
す

る
〃

監
査

委
員

事
務

局
Ｂ

1
2

審
議

会
等

の
会

議
は

原
則

と
し

て
公

開
す

る
5
7

各
所

属
Ａ

職
員

か
ら

の
相

談
、

告
発

を
受

け
る

仕
組

み
を

徹
底

す
る

1
3

公
開

し
た

会
議

の
会

議
資

料
及

び
会

議
録

等
を

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
し

、
県

民
室

で
供

覧
す

る
〃

各
所

属
Ａ

4
2

外
部

相
談

員
制

度
に

つ
い

て
、

職
員

に
周

知
徹

底
を

図
る

6
6

行
政

管
理

課
Ｂ

1
4

非
公

開
の

会
議

で
も

会
議

要
旨

は
公

開
す

る
〃

各
所

属
Ａ

4
3

公
益

通
報

処
理

制
度

に
つ

い
て

、
職

員
に

周
知

徹
底

を
図

る
〃

行
政

管
理

課
Ｂ

情
報

の
共

有
と

幅
広

い
議

論
を

す
る

4
4

匿
名

の
通

報
で

あ
っ

て
も

情
報

提
供

と
し

て
受

け
付

け
る

〃
監

査
委

員
事

務
局

Ｂ

1
5

各
部

局
主

管
課

が
部

局
イ

ン
ト
ラ

や
共

有
フ

ォ
ル

ダ
等

の
整

備
、

充
実

に
取

り
組

み
、

課
題

案
件

や
協

議
結

果
の

文
書

化
・
保

存
を

行
う

5
7

★
各

部
局

主
管

課
Ｂ

4
5

決
裁

権
限

の
あ

る
上

司
の

判
断

に
対

し
て

、
法

令
遵

守
等

の
観

点
か

ら
、

理
由

を
明

示
し

て
意

義
が

申
し

立
て

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
上

司
は

判
断

の
理

由
を

説
明

す
る

6
7

各
所

属
Ａ

1
6

部
局

長
等

は
、

所
管

分
野

の
課

題
案

件
を

積
極

的
に

庁
議

や
政

策
調

整
会

議
の

議
題

と
し

て
提

出
す

る
〃

各
部

長
等

（
★

各
部

局
主

管
課

）
Ｂ

4
6

N
O

4
5
で

説
明

を
受

け
た

上
で

、
な

お
意

義
が

あ
り

、
さ

ら
に

上
位

の
上

司
及

び
政

策
企

画
課

長
又

は
執

行
管

理
室

長
に

理
由

を
付

し
て

申
し

出
が

あ
っ

た
場

合
、

上
司

等
は

協
議

し
、

結
果

を
庁

議
に

報
告

す
る

〃
各

所
属

政
策

企
画

課
長

執
行

管
理

室
長

Ａ
・
Ｂ

1
7

政
策

企
画

課
長

又
は

執
行

管
理

室
長

が
、

問
題

の
あ

る
案

件
と

判
断

し
た

も
の

は
、

庁
議

に
報

告
し

、
庁

議
で

対
応

方
針

を
決

定
す

る
〃

政
策

企
画

課
長

執
行

管
理

室
長

Ｂ

基
本

方
向

２
　

　
県

民
の

皆
様

と
対

話
を

す
る

県
庁

づ
く

り
を

徹
底

す
る

＜
例

：
A

の
場

合
＞

様
式

１
に

お
い

て
県

民
の

皆
様

と
積

極
的

に
対

話
す

る

1
8

県
政

出
前

講
座

の
周

知
を

図
り

つ
つ

継
続

し
て

い
く

5
8

広
報

広
聴

課
Ｂ

1
9

出
先

機
関

の
職

員
や

地
域

支
援

企
画

員
、

地
域

産
業

振
興

監
等

と
連

携
し

、
組

織
的

に
県

民
ニ

ー
ズ

、
地

域
ニ

ー
ズ

を
把

握
し

、
課

題
の

解
決

に
取

り
組

む
〃

本
庁

各
所

属
Ａ

（
本

庁
の

み
）

2
0

各
部

局
で

団
体

、
企

業
等

の
協

力
を

得
て

現
場

体
験

を
実

施
す

る
5
9

★
各

部
局

主
管

課
Ｂ

2
1

記
者

発
表

の
機

会
を

増
や

す
〃

各
所

属
Ａ

2
2

テ
レ

ビ
、

ラ
ジ

オ
に

よ
る

広
報

を
拡

充
す

る
〃

広
報

広
聴

課
Ｂ

2
3

産
業

振
興

計
画

に
関

し
て

、
専

用
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
の

情
報

発
信

を
行

う
〃

計
画

推
進

課
Ｂ

基
本

方
向

３
　

　
官

民
協

働
型

の
県

政
を

公
平

公
正

に
推

進
す

る
た

め
に

不
正

防
止

を
徹

底
す

る

県
民

の
皆

様
と

の
対

話
に

お
け

る
姿

勢
の

あ
り

方
を

徹
底

す
る

2
4

高
知

県
職

員
倫

理
条

例
及

び
規

則
を

周
知

徹
底

す
る

6
0

人
事

課
Ｂ

2
5

県
政

に
対

す
る

不
当

な
圧

力
・
介

入
に

対
し

て
、

毅
然

と
対

応
す

る
6
1

各
所

属
Ａ

2
6

県
政

に
対

す
る

不
当

な
圧

力
・
介

入
に

対
し

て
、

庁
内

に
お

け
る

情
報

共
有

や
関

連
情

報
を

県
民

の
皆

様
に

提
供

す
る

〃
各

所
属

Ａ

対
話

し
た

内
容

の
文

書
化

と
共

有
の

ル
ー

ル
を

徹
底

す
る

2
7

県
民

の
皆

様
と

の
対

話
の

内
容

や
寄

せ
ら

れ
た

意
見

等
を

文
書

で
記

録
し

、
上

司
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
関

係
部

署
で

情
報

を
共

有
す

る
6
2

各
所

属
Ａ

2
8

県
政

に
対

す
る

意
見

や
提

案
、

そ
れ

に
対

す
る

県
の

回
答

な
ど

に
つ

い
て

、
文

書
と

し
て

記
録

に
残

す
と

と
も

に
、

「
県

民
の

声
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
」
を

活
用

し
て

全
庁

で
情

報
を

共
有

す
る

〃
各

所
属

Ａ

2
9

「
職

務
に

対
す

る
働

き
か

け
」
の

公
表

制
度

に
関

す
る

研
修

を
実

施
し

、
周

知
徹

底
を

図
る

〃
文

書
情

報
課

Ｂ

3
0

念
書

・
覚

書
等

を
毎

年
度

公
表

す
る

〃
各

所
属

Ａ

3
1

過
去

の
念

書
等

に
つ

い
て

既
に

効
力

を
失

っ
て

い
る

か
ど

う
か

等
の

検
証

を
し

、
そ

の
取

扱
方

針
を

公
表

す
る

〃
各

所
属

Ａ

項
目

項
目

　
■

検
証

区
分

Ｎ
Ｏ

ご
と

に
組

織
全

体
の

状
況

に
近

い
番

号
（１

～
５

）を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

入
力

す
る

際
の

判
断

基
準

と
し

て
、

「チ
ェ

ッ
ク

の
ポ

イ
ン

ト
」な

ど
も

参
考

に
し

て
く

だ
さ

い
。

  
  

 １
（

事
例

有
り

→
常

に
意

識
、

実
施

で
き

て
い

る
。

）
  

  
  

  
  

２
（

事
例

有
り

→
概

ね
意

識
、

実
施

で
き

て
い

る
。

）
　

　
 ３

（
事

例
有

り
→

あ
ま

り
意

識
、

実
施

で
き

て
い

な
い

。
）

　
 ４

（
事

例
有

り
→

ほ
と

ん
ど

意
識

、
実

施
で

き
て

い
な

い
。

）
　

　
 ５

（
事

例
無

し
）

　
　

　
※

な
お

、
３

・
４

を
入

力
し

た
場

合
は

、
セ

ル
の

色
が

変
化

し
ま

す
。

こ
の

場
合

、
下

記
に

で
き

て
い

な
い

理
由

及
び

今
後

の
改

善
策

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

各
所

属
で

継
続

的
に

取
り

組
む

事
項

 「
検

証
区

分
Ａ

」
の

チ
ェ

ッ
ク

の
ポ

イ
ン

ト

N
o
.

検
証

項
目

2
各

種
団

体
か

ら
の

要
望

等
の

公
表

基
準

新
規

申
請

に
対

す
る

許
認

可
と

、
そ

の
取

消
処

分
に

関
す

る
も

の
（
変

更
・
更

新
等

は
除

く
。

）

【
参

考
】

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.p
re

f.
ko

c
h
i.l
g.

jp
/
so

sh
ik

i/
1
1
2
7
0
1
/
jo

ko
-
ko

h
yo

te
ik

yo
-
sh

is
h
in

.h
tm

l（
高

知
県

Ｈ
Ｐ

）
「
情

報
の

公
表

及
び

提
供

の
推

進
に

関
す

る
指

針
」

「
許

認
可

」
の

公
表

高
知

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
＞

分
野

＞
県

政
情

報
 ＞

行
政

情
報

の
公

開
・
提

供
＞

許
認

可
に

、
以

下
の

項
目

が
公

表
さ

れ
て

い
る

。
（
原

則
１

年
間

）省
略

チ
ェ

ッ
ク

の
ポ

イ
ン

ト

①
知

事
ま

た
は

副
知

事
が

対
応

し
た

も
の

は
、

全
て

公
表

し
て

い
る

。
②

各
部

局
が

対
応

し
た

も
の

は
、

文
書

で
回

答
し

た
も

の
に

つ
い

て
、

そ
の

回
答

書
等

を
公

表
し

て
い

る
。

③
そ

の
他

の
対

応
に

つ
い

て
は

、
趣

旨
を

踏
ま

え
て

各
部

局
等

に
お

い
て

状
況

に
応

じ
た

取
扱

い
を

行
っ

て
い

る
。

1
0

対
象

文
書

・
内

容

・
許

認
可

の
名

称
・
根

拠
法

令
・
対

象
月

の
許

認
可

数

30



も
の

づ
くり

地
産

地
消

・外
商

セ
ン

タ
ー

の
外

商
支

援
に

よ
る

受
注

金
額

　（
単

位
：

億
円

）

010203040506070

Ｈ
24

Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

  地
産

外
商

公
社

の
　　

 　
外

商
支

援
に

よ
る

成
約

件
数

、成
約

金
額

　（
単

位
：

件
、億

円
）

05101520253035404550

H2
1

H2
2

H2
3

Ｈ
24

Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

これ
ま

で
の

成
果

①
　－

各
分

野
で

地
産

外
商

が
大

き
く前

進
ー

0

成
約
金
額

(単
位
：
億
円
）

　　
　約

54
倍

に
増

加
！

件
数 成
約
件
数

(単
位
：
件
）

県
外

か
らの

移
住

者
も

大
幅

に
増

加

12
0組

（2
41

人
）

12
1組

（2
25

人
）

27
0組

（
46

8人
）

40
3組

（6
52

人
）

51
8組

（8
64

人
）

68
3組

（
1,

03
7人

）81
6組

（
1,

19
8人

）

93
4組

（
1,

32
5人

）

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
60

0
70

0
80

0
90

0
10

00

Ｈ
23

Ｈ
24

Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

H2
8

H2
9

H3
0

約
８

倍
に

増
加

！

約
27

倍
に

増
加

！

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

県
外
観
光
客
入
込
数

(単
位
：
万
人
、左
側
目
盛
)

観
光
総
消
費
額

(単
位
：
億
円
、右
側
目
盛
)

大
河
ドラ
マ

「龍
馬
伝
」

　★
県

外
観

光
客

入
込

数
は

6年
連

続
で

40
0万

人
台

に
！

　★
観

光
総

消
費

額
は

7年
連

続
（

H
24

～
H

30
）

で
10

00
億

円
を

突
破

！
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これ
ま

で
の

成
果

②
　－

拡
大

傾
向

に
転

じつ
つ

あ
る

高
知

県
経

済
ー

1

1.
87

 0.
66

 

0.
2

0.
4

0.
6

0.
81

1.
2

1.
4

1.
6

1.
8

Ｈ
１

３
Ｈ

１
４

Ｈ
１

５
Ｈ

１
６

Ｈ
１

７
Ｈ

１
８

Ｈ
１

９
Ｈ

２
０

Ｈ
２

１
Ｈ

２
２

Ｈ
２

３
Ｈ

２
４

Ｈ
２

５
Ｈ

２
６

Ｈ
２

７
Ｈ

２
８

Ｈ
２

９
Ｈ

３
０

産
業

振
興

計
画

Ｈ
1
3

生
産

年
齢

人
口

（
15

歳
～

64
歳

）

木
材
・木
製
品
製
造
業
出
荷
額
等

有
効
求
人
数

減
少

食
料
品
製
造
業
出
荷
額
等

上
昇

原
木
生
産
量

県
外
観
光
客
入
込
数

観
光
総
消
費
額

沿
岸
漁
業
生
産
額

農
業
産
出
額

水
産
加
工
出
荷
額

製
造
品
出
荷
額
等

Ｈ
13
年
度
→
Ｈ
20
年
度

　
  

△
１

３
．

７
％

県
内

総
生

産

Ｈ
20
年
度
→
Ｈ
28
年
度

　
 　

＋
６

．
３

％

１

２

　
　

　
　

　
　

　
を

１
と

し
た

増
減

率
Ｈ
1
3

生
産

年
齢

人
口

の
減

少
に

連
動

す
る

形
で

、
各

種
生

産
額

も
減

少
傾

向
生

産
年

齢
人

口
の

減
少

に
関

わ
ら

ず
、

　
　

　
各

種
生

産
額

が
上

昇
傾

向
に

！

　
※

観
光

総
消

費
額

、
県

外
観

光
客

入
込

数
に

つ
い

て
は

、
Ｈ

1
5
に

算
定

方

　
※

　
　

　
　

内
は

幾
何

平
均

＋
３

．
８

％
実

質
△

  
７

．
３

％

名
目

△
2
.0

8
％

/
年

△
1
.0

7
％

/
年

実
質

名
目

＋
0
.7

7
％

/
年

＋
0
.4

6
％

/
年

ア
ベ

ノミ
ク

ス
　ス
タ
ー
ト
　!
!

Ｈ
20
年
度
→
Ｈ
28
年
度

　
 ＋

１
６

．
３

％

１
人

当
た

り
県

民
所

得
県

内
総

生
産

全
国

　
+
4
.4

％

有
効
求
職
者
数
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◆
壮
年
期
の
死
亡
率
の
改
善

　
　

・
人

口
1
0
万

人
あ

た
り

の
壮

年
期

（
4
0
～

6
4
歳

）
死

亡
率

　
　

　
　

（
男

性
）
H

2
1
：6

3
9
.1

人
　

⇒
　

H
2
9
：
4
4
7
.5

人
　

　
　

　
（
女

性
）
H

2
1
：
2
6
9
.2

人
　

⇒
　

H
2
9
：
1
7
9
.6

人
　

　
・
高

知
県

の
健

康
寿

命
　

　
　

　
（
男

性
）
H

2
2
：
6
9
.1

歳
　

⇒
　

H
2
8
：
7
1
.4

歳
　

　
　

　
（
女

性
）
H

2
2
：
7
3
.1

歳
　

⇒
　

H
2
8
：
7
5
.2

歳

◆
高
知
版
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

　
　

・
あ

っ
た

か
ふ

れ
あ

い
セ

ン
タ

ー
設

置
状

況
　

　
　

　
（
拠

点
数

）
H

2
4
：
3
5
ヶ

所
　

⇒
　

H
3
1
：
5
0
ヶ

所
　

　
　

　
（
サ

テ
ラ

イ
ト
数

）
H

2
4
：
1
1
4
ヶ

所
　

⇒
　

H
3
1
：
2
3
8
ヶ

所
　

　
　

　
（
市

町
村

数
）
H

2
4
：2

7
市

町
村

　
⇒

　
H

3
1
：
3
1
市

町
村

　
　

・
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
の

指
定

着
陸

場
所

数
　

　
　

　
H

2
3
：2

3
7
ヶ

所
　

⇒
　

H
2
9
：
2
7
8ヶ

所
　

　
・
遠

隔
地

へ
の

訪
問

看
護

回
数

（
補

助
回

数
）

　
　

　
　

H
2
5
：
3
,9

7
9
回

　
⇒

　
H

3
0：

9
,2

8
5
回

◆
学
力
の
状
況
（
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
結
果
）

　
・小

学
校

　
H

1
9
：
国

語
 －

1
.0

　
⇒

　
R

元
：
国

語
 ＋

0
.2

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 算
数

 －
1
.7

　
⇒

　
　

　
　

算
数

 ＋
1
.7

　
・
中

学
校

　
H

1
9
：国

語
 －

5
.7

　
⇒

　
R
元

：
国

語
 －

2
.0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 数
学

 －
9
.6

　
⇒

　
　

　
　

数
学

 －
1
.7

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
※

数
値

は
全

国
平

均
正

答
率

と
の

差
）

◆
体
力
の
状
況
（
全
国
体
力
・
運
動
能
力
、
運
動
習
慣
等
調
査
結
果
）

　
・
小

学
校

　
男

子
　

H
2
0
：
4
6
.9

　
⇒

　
H

3
0
：
4
9
.7

　
　

　
　

　
　

　
女

子
　

　
　

　
 4

7
.1

　
⇒

　
　

　
　

4
9
.6

　
・中

学
校

　
男

子
　

H
2
0
：
4
6.

6
　

⇒
　

H
3
0
：5

0
.6

　
　

　
　

　
　

　
女

子
　

　
　

　
 4

5
.8

　
⇒

　
　

　
　

4
9
.8

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
※

数
値

は
体

力
合

計
点

（
全

国
平

均
＝

5
0）

）

1

②
教
育
の
充
実
（
高
知
県
教
育
振
興
基
本
計
画
）

③
日
本
一
の
健
康
長
寿
県
づ
く
り

（
日
本
一
の
健
康
長
寿
県
構
想
）

◆
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー
の
普
及
・
拡
大
、
取
組
支
援

　
　

・
集

落
活

動
セ

ン
タ

ー
の

開
設

状
況

　
　

　
　

H
28

.4
月

：1
7
ヶ

所
　

⇒
　

R
元

.8
月

末
：
5
4
ヶ

所

◆
鳥
獣
被
害
対
策

　
　

・
鳥

獣
被

害
対

策
専

門
員

の
配

置
　

　
　

　
H

2
6
：
1
2
人

　
⇒

　
H

3
0
：
1
6
人

　
　

・
野

生
鳥

獣
に

よ
る

被
害

額
　

　
　

　
H

2
6
：
約

2
.9

億
円

　
⇒

　
H

3
0
：
約

1.
4
億

円

◆
中
山
間
地
域
の
生
活
支
援

　
　

・
水

道
未

普
及

地
域

に
お

け
る

生
活

用
水

供
給

施
設

要
整

備
箇

所
の

整
備

率

　
　

　
H

2
6
：
3
7
.7

%
　

⇒
　

H
3
0
：
74

.1
%

　
　

・
地

域
公

共
交

通
会

議
が

設
置

さ
れ

て
い

る
市

町
村

数
　

　
H

2
6
:2

5
市

町
村

　
⇒

　
H

3
0
：
2
8
市

町
村

④
中
山
間
対
策
の
充
実
・
強
化

◆
合
計
特
殊
出
生
率

　
　

　
　

H
2
1
：
1
.2

9
　

⇒
　

H
3
0
：
1
.4

8

◆
市
町
村
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
数

　
　

　
　

H
2
7：

1
市

　
⇒

　
R
元

：
1
9
市

町
村

2
0
箇

所

◆
乳
幼
児
検
診
の
受
診
率

　
　

・
１

歳
６

ヶ
月

児
検

診
　

　
H

2
4
：
8
7
.0

%
　

⇒
　

H
3
0
：
9
7
.0

%
（
速

報
値

）
　

　
・
３

歳
児

検
診

　
　

　
　

  
　
H

24
：8

3
.0

%
　

⇒
　

H
3
0
：
9
7
.1

%
（
速

報
値

）

◆
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
の
実
施
市
町
村

　
　

　
　

H
2
6
：
1
市

　
⇒

　
R

元
.7

：
1
0
市

町

◆
子
ど
も
食
堂
数

　
　

　
　

H
2
7
年

度
末

：
2
市

3
箇

所
　

⇒
　

R
元

.5
月

末
：
1
0
市

9
町

7
0
箇

所

◆
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
認
証
企
業
数

　
　

　
　

H
2
7年

：1
4
8
件

　
⇒

　
R
元

.7
.1

現
在

：
2
3
5
件

⑤
少
子
化
対
策
の
抜
本
強
化
と

女
性
の
活
躍
の
場
の
拡
大
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１
．
津
波
避
難
計
画
の
策
定

　
○
沿
岸
1
9
市
町
村
全
3
9
2
地
域
で
完
了

　
○
要
配
慮
者
対
策
や
、
液
状
化
な
ど
あ
ら
七
視
点
を
踏
ま
え
た
計
画
の
見
直
し
を
検
討

２
．
避
難
路
・
避
難
場
所
の
整
備

事
前

対
策

に
よ

る
死

者
数

の
軽

減

死
 者

 数
 ：

約
 4

2,
00

0人
負

傷
者

数
：

約
 3

6,
00

0人
避

難
者

数
：

約
43

8,
00

0人
死

者
数

：
約

1,
50

0人

　　
　【

平
成

25
年

５
月

時
点

】

・住
宅

の
耐

震
化

・津
波

早
期

避
難

意
識

の
向

上
・避

難
空

間
の

確
保

死
者
数

▲
3
1
,
0
0
0
人

死
者
数

▲
5,
2
0
0
人

さら
な

る
取

り組
み

の
充

実

【将
来

】

住
宅

耐
震

化
率

　　
　 

  ：
74

%
津

波
早

期
避

難
率

　 
 　

：
20

%
津

波
避

難
空

間
整

備
率

：
26

%
住

宅
耐

震
化

率
　　

　 
  ：

10
0%

津
波

早
期

避
難

率
　　

  ：
10

0%
津

波
避

難
空

間
整

備
率

：
10

0%

7
4
％
減

死
 者

 数
：

約
11

,0
00

人

　　
【平

成
31

年
３

月
時

点
】

住
宅

耐
震

化
率

　　
　 

  ：
82

%
津

波
早

期
避

難
率

　　
  ：

70
%

津
波

避
難

空
間

整
備

率
：

99
%

さら
に

住
宅

耐
震

化
率

が
10

0％
に

な
る

と

　　
【令

和
4年

３
月

時
点

】

死
 者

 数
：

約
5,

80
0人

住
宅

耐
震

化
率

　　
　 

  ：
 8

7%
津

波
早

期
避

難
率

　　
  ：

10
0%

津
波

避
難

空
間

整
備

率
：

10
0%

第
４

期
行

動
計

画
を

進
め

る
こと

で

死
者

数
を

限
り

な
く

ゼ
ロ

に
!!

　【
参

考
】中

央
防

災
会

議
資

料
　 

   
   

  死
者

数
：

約
32

.3
万

人
（

20
12

.8
）

→
約

23
.1

万
人

（
20

19
.5

）

南
海

ト
ラ

フ地
震

対
策

の
抜

本
強

化
の

成
果

2

津
波

避
難

対
策

避
難

路
な

ど 
1,

44
5箇

所
(1

00
％

）

津
波

避
難

タワ
ー

 
11

1/
11

9箇
所

（
93

％
)

津
波

シ
ェル

ター
   

１
基

（
10

0％
）

 
  ※

県
単

で
整

備

34
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